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令和７年7月　コンプライアンス研修資料　
～生徒への性暴力・セクハラについて～

□ 親しさの表現や無意識の言動であったとしても、相手が不快に感じれば、セクハラにあたることを理解している。
□ 生徒は、セクハラを受けても、明確な意思表示ができない場合が多いことを理解している。
□ 生徒を「ちゃん」付けで呼んだり、ニックネームで呼ぶこともセクハラにあたる場合があることを理解している。
□ 不必要に容姿、服装等を話題にしたり、生徒の身体を眺めたりしないようにしている。
□ 生徒を指導する際、不必要に生徒の頭、肩、腕など身体に触れないようにしている。
□ 他の生徒がいない室内で生徒を指導する場合は、窓、戸、カーテン等を開放した状態にしている。
□ やむを得ず閉め切った室内で生徒を指導する場合は、一対一にならないようにしている。
□ 運動部の指導において、教員や生徒同士による異性へのマッサージ行為等は行わないようにしている。また、異性の生徒に自分の体をマッサージさせないようにしている。
□ 宿泊を伴う行事では、生徒の見回りを複数の教員で行っている。また、生徒をみだりに自室に入れないようにしている。
□ 生徒とは、私的な理由による電話や電子メールやSNS 等のやりとりをしないようにしている。
□ 生徒を自宅に招いたり、特段の必要がないのに車に乗せたりしないようにしている。
□ 自分の発言に、生徒を不快にさせる性的な言葉が含まれていないか、常に気をつけている。
□ 生徒がセクハラやわいせつ行為の被害を受けているという噂を聞いたときは、聞き流さずに適切に対応するとともに管理職に報告している。
□ 同僚が特定の生徒に対する指導を不自然に繰り返している場合は、他の同僚や管理職とともに本人から状況を確認するようにしている。
